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緒   言 

 平成13年12月27日，板橋区内の銭湯（薬湯槽）に入浴中

の男性（77才）が意識障害を起こし浴槽水を嚥下した．こ

の男性は慢性硬膜下血腫と診断され，29日に一旦病状回復

がみられた．しかし，翌年1月2日に呼吸困難をおこしレジ

オネラ肺炎の疑いと診断され，1月5日レジオネラ肺炎によ

る呼吸不全で死亡した． 

 板橋区保健所では4類感染症発生届を受け，1月10日に当

該施設の浴槽水を採取し，レジオネラ属菌検査を実施した．

その結果，浴槽水100 mLあたり8.4×10 CFUのレジオネラ

（Legionella pneumophila）が検出された．本菌は，遺伝

子検査の結果，患者から分離された菌株（L.pneumophila 

SG1）と一致した．このような疫学的調査及び細菌学的検査

成績により，本事例は，銭湯の薬湯槽に生息していたレジ

オネラ属菌による肺炎死亡事例と断定された1)． 

 この事例を契機に，衛生局生活環境部環境指導課（現：

健康局地域保健部環境衛生課）は，公衆浴場業及び旅館業

における入浴施設の衛生指導の徹底（13衛生指第385号平成

14年1月18日）を図るとともに，緊急監視指導を実施した． 

 著者らは，緊急監視指導の一環として都保健所が採取し

た多摩地域の公衆浴場浴槽水について，レジオネラ属菌検

査を実施したので，その概要を報告する． 

  

材料及び方法 

1．供試水  

 調査対象は，「公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置

等の基準に関する条例」に基づき分類された多摩地域の 

「普通公衆浴場」の全数及びソープランドを除く「その他

の公衆浴場」のほぼ半数であった．「普通公衆浴場」とは，

その利用目的及び形態が地域住民の日常生活において保健

衛生上必要なものとして利用される入浴施設であり，「そ

の他の公衆浴場」とは一般公衆浴場以外の公衆浴場をいう．

すなわち，保養又は休養のための施設を有するものや，ス

ポーツ施設に付帯するもの，会社の福利厚生のために設置

するものなどをいい，社会福祉施設の入浴設備も含まれる． 

 平成14年1月22日～2月1日に264施設の浴槽水が採取さ

れ，当研究室に搬入後直ちに供試された．なお，レジオネ

ラ属菌を2 CFU/100 mL以上検出したものについてはそれぞ

れ対策を講じた後，再検査した． 

2．レジオネラ属菌の検出  

 浴槽水1,000 mLを用い，レジオネラ症防止指針に従って

検査した2)．すなわち，浴槽水を孔径0.22 µmの滅菌済みメ

ンブランフィルターで吸引ろ過し，このフィルター上に捕

捉したレジオネラ属菌を5 mLの滅菌蒸留水中に浮遊させる

ことにより200倍に濃縮した．これに0.2 M HCl-KCl溶液

（pH2.2）を等量の5 mL添加し1分間撹拌後，室温で10分間

作用させて酸処理した．この0.5 mLをレジオネラの選択分

離培地であるWYOα寒天平板（栄研化学）2枚とGVPCα寒天

平板(日研生物医学研究所）1枚に塗抹し，36 ℃で7日間培

養した．3日目から出現してきた青みを帯びた灰白色の湿潤

集落をレジオネラ属菌様集落として計数し，このうちの代

表的集落をBCYEα寒天平板（BBL）及び血液寒天平板に塗抹

して36 ℃,7日間培養観察した．血液寒天に発育せずBCYE

α寒天に発育したものをレジオネラ属菌とし，最初の菌数

算定値を修正した．分離した菌株は，ラテックス凝集反応

（OXOID）及び免疫血清（デンカ生研）を用いた凝集反応に

より，菌種及び血清群を同定した． 

3．指標細菌の検出  

  浴槽水のレジオネラ属菌汚染の指標菌として，水道水等

の微生物汚染指標とされている一般細菌と大腸菌群を調べ



東 京 衛 研 年 報 53, 2002 15 

た． 

1)一般細菌数 水道法水質基準に従って標準寒天培地（日

水製薬）を用いた混釈培養法で行い，36 ℃，24時間培養後

に出現した集落数を計数した3)． 

2)大腸菌群数 公衆浴場における水質基準等に関する指針

に従い，「下水の水質の検定方法等に関する省令」（昭和

37年厚生省令・建設省令第1号）の大腸菌群数の検定方法に

準じてデソキシコレート寒天培地（日水製薬）を用いた混

釈培養法で36 ℃，24時間培養後，赤色集落数を計数した． 

 

結   果 

1．浴槽水からのレジオネラ属菌の検出状況 

 浴槽水からのレジオネラ属菌の検出状況を表1に示した．

264施設について試験を行った結果，レジオネラ属菌が2 

CFU/100 mL以上検出された施設は82施設であり，「普通公

衆浴場」で27施設（検出率23.9 %，最高検出菌数1.8×103  

CFU/100 mL），「その他の公衆浴場」では55施設（36.4 %，

8.4×103  CFU/100 mL）であった．国の指針値（10 CFU/100 

mL未満）と比較すると，前者では22施設（19.5 %），後者

では41施設（27.2 %）が指針値を超えていた． 

 浴用剤使用の有無とレジオネラ属菌の検出状況を表2に

まとめた．浴用剤使用施設は46施設あり，レジオネラ属菌

を検出したのは「普通公衆浴場」で28施設中11施設

（39.3 %），「その他の公衆浴場」で18施設中7施設（38.9 %）

であった．一方，浴用剤を使用していない「普通公衆浴場」

では，検出率が18.8 %（85施設中16施設）と低率であった

が，「その他の公衆浴場」では検出率35.6 %であった． 

 循環ろ過器の使用とレジオネラ属菌の検出状況を比較す

ると，循環ろ過器を使用している228施設（全体の86.4 %）

のうち，「普通公衆浴場」では105施設中25施設（23.8 %)

から，「その他の公衆浴場」では123施設中50施設（40.7 %）

からレジオネラ属菌が検出された（表2）．循環ろ過器を使

用していない35施設では，本菌は18.5～25.0 %の検出率で

検出菌数も使用した施設に比べて少ない成績であった． 

2．指標細菌の検出状況 

 浴槽水からの指標細菌の検出状況を表 3に示した．一般

細菌は，「普通公衆浴場」では 61 施設（54.0 %）から検出

され，最も菌数の多いものは 5.8×106 CFU/mL であった．

「その他の公衆浴場」では 98 施設（64.9 %）から検出され，

最高検出菌数は 1.7×106  CFU/mL であった．しかし，図 1

に示したようにレジオネラ属菌数と一般細菌数との相関関

係はみられなかった．大腸菌群は「普通公衆浴場」と「そ

検査 検出 検出率 最高検出菌数

施設数 施設数 （%） (CFU/100 mL)
2使用 28 11 39.3 7.1×10

浴用剤 3普通公衆浴場水 不使用 85 16 18.8 1.8×10
3(113施設） 使用 105 25 23.8 1.8×10

循環ろ過器 2不使用 8 2 25.0 2.4×10
3使用 18 7 38.9 2.0×10

浴用剤 3その他の公衆浴場水 不使用 132 47 35.6 8.4×10
3(150施設） 使用 123 50 40.7 8.4×10

循環ろ過器
0不使用 27 5 18.5 6.2×1

施設数 2 CFU/100 mL以上 10 CFU/100 mL以上 最高検出菌数

施設数 検出率(%) 施設数 検出率(%) (CFU/100 mL)
3普通公衆浴場水 113 27 23.9 22 19.5 1.8×10
3その他の公衆浴場水 151 55 36.4 41 27.2 8.4×10

計 264 82 31.1 63 23.9

一般細菌 大腸菌群

施設数 検出 検出率 最高検出菌数 検出 検出率 最高検出菌数

施設数 (%） (CFU/mL) 施設数 （%） (CFU/mL)
6 3普通公衆浴場水 113 61 54.0 5.8×10 7 6.2 2.7×10
6 4その他の公衆浴場水 151 98 64.9 1.7×10 5 3.3 1.6×10

計 264 159 60.2 12 4.5

表1． 浴槽水からのレジオネラ属菌の検出状況 

表2．浴場環境とレジオネラ属菌検出状況 

表3．浴槽水からの指標細菌の検出状況 
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の他の公衆浴場」でそれぞれ 7施設（6.2 %），5施設（3.3 %）

から検出され，そのうち，公衆浴場における水質基準等に

関する指針値（1個/mL 以下）を超える施設が 9施設（0.3 %）

あった． 

 

図1. レジオネラ属菌数と一般細菌数の相関 

 

3．遊離残留塩素とレジオネラ属菌及び指標細菌 

 浴槽水の遊離残留塩素濃度（以下，塩素濃度と略記）を

みると，「普通公衆浴場」は72施設（63.7 %）が塩素濃度

0.5 mg/L以上で管理されており，0.4 mg/L以下の施設は35

施設（31.0 %）であった．一方，「その他の公衆浴場」は

0.5 mg/L以上の施設が58施設（38.4 %），0.4 mg/L以下の

施設は92施設（60.9 %）と「普通公衆浴場」の方が高い塩

素濃度で管理されていた． 

 浴槽水の塩素濃度とレジオネラ属菌の検出状況の関係は

表4に示した．塩素濃度が2 mg/L以上だった59施設ではレジ

オネラ属菌は全く検出されなかった．また，1.5 mg/L以下

でも0.5 mg/L以上を保っていた71施設では，19施設（26.8 %）

から検出されたものの最高菌数は4.6×102 CFU/100 mLで，

うち9施設は国の指針値は満たしていた．一方，塩素濃度が

0.2 mg/L未満だった82施設ではレジオネラ属菌は41施設

（50.0 %）から検出され，8.4×103  CFU/100 mLを最高に103  

CFU/100 mL以上の施設が11施設（13.4 %）あった． 

 浴用剤を使用していてレジオネラ属菌を検出した施設

は，1施設（塩素濃度0.3 mg/L，検出レジオネラ属菌数10 

CFU/100 mL）を除いて塩素濃度0.2 mg/L以下または測定不

能なところであった． 

 指標細菌の検出状況は表5に示した．一般細菌は，塩素濃

度が2 mg/L以上であった15施設（25.4 %）では検出された

ものの全て100 CFU/mL未満であった．0.2 mg/L未満の82施

設では71施設（86.6 %）から検出され，その菌数も24.4 %

の施設で104  CFU/mLを超えていた．大腸菌群は，塩素濃度

塩素濃度 検査 一般細菌 大腸菌群
(mg/L) 施設 検出 検出菌数(CFU/mL) 検出 検出菌数(CFU/mL)

数 施設数 1～9 10～99 100～999 1000～9999 10000～ 施設数 1～9 10～99 100～999 1000～9999 10000～
≧2 59 15 9 6
1.5 14 4 2 1 1
1.2 3 1 1
1.0 25 15 10 1 2 2
0.9 1 1 1
0.8 2 2 2
0.7 12 4 2 1 1
0.6 7 5 3 1 1 1 1
0.5 7 3 1 1 1
0.4 7 4 4 1 1
0.3 13 8 2 2 4
0.2 25 20 6 5 2 5 2

＜0.2 82 71 7 15 13 16 20 9 4 2 2 1
不明 7 6 2 4 1 1
計 264 159 48 33 26 25 27 12 6 3 2 1

塩素濃度 検査 レジオネラ属菌 検出菌数
(mg/L) 施設数 検出施設数 2～9 10～99 100～999 1000～
≧2 59 0
1.5 14 3 1 2
1.2 3 0
1.0 25 6 2 3 1
0.9 1 71 0 19
0.8 2 1 1
0.7 12 2 1 1
0.6 7 3 2 1
0.5 7 4 1 2 1
0.4 7 3 2 1
0.3 13 45 4 17 4
0.2 25 10 2 3 2 3
＜0.2 82 41 8 16 6 11
不明 7 5 5
計 264 82 19 32 17 14

表4．遊離残留塩素濃度別レジオネラ属菌検出状況 

表5．遊離塩素濃度別指標細菌検出状況 
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0.6 mg/Lの施設で1施設，0.4 mg/Lで1施設，0.2 mg/L未満

で9施設から検出された． 

4．分離されたレジオネラ属菌の血清群 

 公衆浴場82施設の浴槽水から分離された112株のレジオ

ネラ属菌を同定した結果，すべてL.pneumophilaであった．

このうち58施設からは単一血清群のみが検出されたが，18

施設からは2種類，6施設からは3種類の血清群を検出した．

分離された菌株の血清群は図2に示したとおり，6群27株

（24.1 %），5群26株（23.2 %），1群26株（23.2 %）であ

り，この3種で分離株総数の70.5 %を占めた． 

 

 
 

図2．分離されたL.pneumophilaの血清群 

5．改善対策とその結果 

 初回の調査でレジオネラ属菌を検出した82施設では環境

衛生監視員による衛生指導のもと，改善対策を実施した．

そのうち，80施設について対策後の浴槽水を再検査した．

結果は表6に示したように，29施設（36.3 %）で2 CFU/100 mL

以上を検出したが，51施設（63.8 %）ではレジオネラ属菌

を検出しなかった．さらに検出された3施設が3回目の検査

ではレジオネラ属菌不検出となった．すなわち，今回対象

とした264施設の90.2 %が最終的に不検出となった． 

 改善対策とその効果については表7にまとめた．改善率

は，改善対策を施した施設に対してレジオネラ属菌が不検

出（2 CFU/100 mL以下）になった施設数の百分率で表示し

た．改善率が高かったのは，配管・ろ過器の洗浄及び浴用

剤の使用中止であった． 

  塩素剤を追加した29施設では，実際に塩素濃度が上昇し

ていたのは22施設で，そのうち18施設（82 %）は改善され

た．しかし，塩素濃度を強化したつもりでも実態は不変，

低下または測定不能な施設が7施設あり，この改善率は14 %

と低かった．この7施設のうち浴用剤を使用している施設は

5施設で，全て除菌不良であった．(ただし，1施設はろ材に

不調があったことが確認された．) 

 改善対策後も検出されたレジオネラ属菌が，対策前の残

留菌であるか否かを推定する目的で，全く同じ血清群が検

出された13施設由来の菌株についてパルスフィールド電気

泳動法による解析を試みた（図3）．解析方法は和田らの方

法4)に準拠し,制限酵素はSfi Ⅰを用いた．その結果これら

の菌株については泳動パターンが同一であり，対策が不十

分であったことが推定された． 

施設数 2 CFU/100 mL以上 10 CFU/100 mL以上 最高検出菌数
施設数 検出率(%) 施設数 検出率(%) (CFU/100 mL)

普通公衆浴場水 26 7 26.9 4 15.4 4.0×10
3その他の公衆浴場水 54 22 40.7 13 24.1 1.6×10

計 80 29 36.3 17 21.3

*1改善対策 実施 2 CFU/100 mL以下 未だ検出された 改善率(%)
施設数 になった施設数 施設数

高温処理 3 3 100
配管・ろ過器 高圧洗浄 7 5 2 71
の洗浄 塩素剤による洗浄 13 13 100 88

化学洗浄 14 13 1 93
方法不明 6 4 2 67

浴用剤使用停止 7 6 1 86
毎日換水 7 5 2 71
塩素剤追加 塩素濃度上昇 22 18 4 82 66*2

不変，低下または不明 7 1 6 14*3

ろ材交換 5 3 2 60
浴槽清掃 7 2 5 29
釜のヌメリ除去 1 1
ラドン石撤去 1 1
塩素滅菌器更新 1 1
ろ過器の運転開始時間を早める 1 1

注）重複を含める *1：改善率＝(2 CFU/100 mL以下になった施設数/実施施設数)×100
*2：殺菌装置不作動を含む *3：ろ材不調を含む

表6．改善対策後のレジオネラ属菌検出状況 

表7．レジオネラ属菌検出施設の改善対策と改善結果 
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図3．改善対策前後の検出菌のパルスフィールド・ゲル 

電気泳動パターン       （制限酵素：SfiⅠ） 
 M. Lambda Ladder   

 1. L.p.6対策前   2. 1の高圧洗浄ろ材交換後 

 3. L.p.5対策前   4. 3の清掃消毒後  

 5. L.p.1対策前   6. 5のろ過器洗浄後 

 7. L.p.3対策前   8. 7の塩素強化後 

 9. L.p.6対策前  10. 9のろ過器洗浄後 

11. L.p.1対策前  12. 11の清掃後 

13. control (P. mirabilis) 

 

 対策後においてもレジオネラ属菌が2 CFU/100 mL以上検

出された29施設についてみると，「菌数の減少」あるいは

「変化なし」の施設が22施設あったが，検出菌数は最高値

でも1.6×103  CFU/100 mLまで低下していた．しかし，検出

菌数の増加した施設が7施設あった．このうち1施設は，殺

菌装置が作動していなかったことがその後確認された．2

施設は清掃，消毒をした施設，4施設は対策法不明であった． 

 

考   察 

 平成8年に家庭用の循環式浴槽水（いわゆる24時間風呂）

でレジオネラ属菌が問題になって以来，浴槽水のレジオネ

ラ汚染が社会的にも着目され，平成12年には公衆浴場の水

質基準にレジオネラ属菌が加えられた．この水質基準が提

案される以前（平成12年）に実施した多摩地域の公衆浴場

浴槽水（循環ろ過）の調査結果5)と今回の調査結果を比較

すると，レジオネラ属菌の汚染状況は，平成12年が42.4 %

（「普通公衆浴場」25.0 %，「その他の公衆浴場」58.1 %)

であったのに対して，今回調査した平成14年は31.1 %に低

下している．板橋区の死亡事例は「普通公衆浴場」で発生

した事例であるが，多摩地域におけるレジオネラ属菌の汚

染状況は，「普通公衆浴場」の方が「その他の公衆浴場」

に比較して低率であった． 

「その他の公衆浴場」は塩素濃度が高い（0.5 mg/L以上）

浴槽水からもレジオネラ属菌及び一般細菌が検出されてい

る施設が多くみられた．今回，「その他の公衆浴場」の調

査にあたっては浴用剤使用浴槽，塩素濃度の低い浴槽，清

掃状況が不十分と思われる浴槽などを中心に採水したこと

も一因であるが，配管及びろ過器の生物膜の除去や換水回

数，清掃，消毒などにも問題があるように思われた． 

 許容できる菌数については，ヒトに対する感染最小単位

が10 CFUレベル6)といわれている程度で，確実な値は定ま

っていない．都が浴槽水のレジオネラ対策として指導して

いる「2 CFU/100 mL未満」以上検出された施設は，264施設

のうち31.1 %であった．一方，国の指針値「10 CFU/100 mL

未満」以上検出されたのが23.9 %となり，単純計算で10 %

程度の差がみられた．循環式浴槽水のレジオネラ調査を始

めた平成8年当初は本菌の検出率が約80 %で，検出菌数も

103～104レベルであった7)が，最近は行政指導や，施設管理

者の維持管理意識の向上，メーカーの技術開発等の努力も

あって検出菌数が急激に減少してきた． 

 水中のレジオネラ属菌は浴槽水のろ材等に蓄積された有

機物やアメーバ類に寄生して増殖することが知られてお

り，少ない菌数でも生息していれば，維持管理の隙間を狙

って急激に増殖する可能性がある．したがって，管理の目

安となる菌数は少なければ少ないほど確実であると考えら

れる．このような観点から，すでに東京都では，管理目標

値として「2 CFU/100 mL未満」を目安に行政指導を行って

いる． 

  平成3年12月に東京都が「公衆浴場の設置場所の配置及び

衛生措置等の基準に関する条例の一部を改正する条例」に

より規制を緩和し，「薬湯」を許可して以降，薬湯を設け

る公衆浴場が増えている．今回の事故事例が薬湯槽であっ

たため，浴用剤を使用している浴槽水からのレジオネラ属

菌検出率をみると「普通公衆浴場」では「使用」が39.3 %，

「不使用」が18.8 %となっており20.5 %の差が認められた

が，「その他の公衆浴場」では3.3 %の差であった．浴用剤

は塩素系消毒剤をかなり消費する上，過剰の添加で浴用剤

の色が消えてしまうことがあるので，塩素濃度0.2 mg/L を

保持することは困難である．しかし，「普通公衆浴場」で

は高めの塩素濃度を保っている施設が多いことが，浴用剤

使用の有無でレジオネラ属菌の検出率に差がみられた一因

になっていると考えられる．「その他の公衆浴場」ではお

そらく浴用剤使用の要因よりもっと大きな影響を及ぼす要

因，たとえば清掃の不備などがあるのではないかと推定さ

れる． 

  入浴施設の大型化，浴場管理の簡便さや浴槽水の有効利

用等から循環式浴槽が増加しており，それが原因と推定さ

れるレジオネラ症も増加している．循環式浴槽は，ろ材の

中をお湯が反復循環することや豊富な栄養源，湯温が微生

物増殖に適温となることなどから生物膜が形成されやす

く，殺菌効果のない循環ろ過を繰り返すと，レジオネラ属

菌は増殖する．今回の調査でも循環ろ過器を使用している
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施設のレジオネラ属菌の検出率は，使用していない施設よ

り10 %以上高かった．これは，平成10年度の結果と同様で

あった8)． 

 生活用水を対象としたこれまでの調査では，レジオネラ

属菌の検出率と一般細菌・大腸菌群の検出率は，反比例の

関係にあるという報告事例がある9)．しかし，今回の調査

では明らかな特徴がみられなかった．一般家庭の普通浴槽

の浴槽水について調査した事例をみると，一般細菌は検出

率100 %，菌数104～105レベルであり，大腸菌群もほとんど

100 %の検出率である10)．これらの成績と比較して，今回調

査対象とした浴槽水は塩素処理の効果があらわれていると

推定できる．したがって，浴槽水については一般細菌数や

大腸菌群数は，塩素処理効果の指標にはなるが，レジオネ

ラ属菌の指標にはなりにくく，レジオネラ汚染の指標菌に

ついては，更なる検討を要する． 

 今回の調査で分離されたレジオネラ属菌は，全てが

L.pneumophilaであったが，血清群は既報の状況8,9)に比し

て6群が多かった．また特に，家庭用の循環式浴槽水11)に比

較して，1群の検出率が高い．このことは，患者から検出さ

れる本菌の血清群がほとんど1群であるという事実と，家庭

用での事故（発症）事例が少ないにもかかわらず，公共施

設等での事例が多いこと等関連性がある可能性もあるが，

更なる調査が必要である．  

 初回の調査でレジオネラ属菌を検出した施設は，保健所

の環境衛生監視員の指導のもと，改善対策をして再検査し

た．結果的には，再々検査した施設も含めて，264施設全体

の90.2 %の施設がレジオネラ属菌不検出となった．一方，

9.8 %の施設については，レジオネラ対策が完了しなかった

ことになる．改善対策後，検出菌数が増加に転じた6事例（殺

菌装置不良事例を除く）については，中途半端な清掃で，

配管等からレジオネラ属菌が生息している生物膜が剥離し

て浴槽へスライムとして流入したのではないかと考えられ

た．改善対策法と改善結果をみると，配管及びろ過器の高

温処理や化学洗浄が有効であると推測された．レジオネラ

属菌は塩素濃度0.2 mg～0.4 mg/Lあれば死滅することが報

告されている12,13)．今回0.2 mg～0.4 mg/L以上でもレジオ

ネラ属菌は検出されているが，これはレジオネラ属菌が耐

塩素性なのではなく，お湯の表面が広く空気に接触し，温

度も42 ℃前後に保たれており，塩素の消失が激しいこと，

ヒト由来の有機物による塩素の消費及び配管に蓄積した生

物膜に菌体が保護される等により，塩素の殺菌効力が低下

したためであると考えられる．レジオネラ対策としては，

塩素処理の強化のみでは不十分であり，浴槽水の清掃，換

水と併用して，配管やろ材の洗浄・消毒が不可欠であるこ

とが示唆された． 

 

ま と め 

  多摩地域の公衆浴場264施設から採取した浴槽水につい

てレジオネラ属菌等の細菌検査を実施し，以下の結論を得

た． 

1) 「普通公衆浴場」からのレジオネラ属菌検出率は23.9 %

であった． 

2) 「その他の公衆浴場」からのレジオネラ属菌検出率は

36.4 %であった． 

3) 分離されたレジオネラ属菌を同定したところ，全て

L.pneumophilaでその血清群は6群，5群，1群の順に多かっ

た． 

4) 「普通公衆浴場」では浴用剤使用の浴槽水からの検出率

は39.3 %であり，不使用では18.8 %と低率であり，浴用剤

使用の有無とレジオネラ属菌の検出率の間に有意差が認め

られた． 

5）レジオネラ属菌が検出された各施設について改善対策を

実施した結果，最終的には264施設のうち，90.2 %（238施

設）が不検出（2 CFU/100 mL未満）となった．対策として

は塩素処理の強化や浴槽水の洗浄，換水だけでは不十分で，

配管・ろ過器の洗浄・消毒が有効であった． 
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（本研究の概要は第106回東京都保健医療学会平成14年11

月で発表した．） 
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